
町村部の実情に応じて対応可能に

国

解決策 緑地面積率等に係る地域準則を
制定する権限及び関連する
事務・権限（届出の受理、勧告、
変更命令等）を都道府県から町村に移譲

市部
都道府県 市 町村

町村部

権限を有する主体

提案

一定規模以上の工場では、敷地の20%以上の
緑地の整備等が必要だが、都道府県（町村部）及び
市は、地域準則として、異なる緑地面積率（5～30%）等を
条例で定めることが可能

地域の声

～工場の緑地面積率などに係る地域準則の策定権限の移譲～

12事例

ポイント
工場の緑地面積率などに係る地域準則の策定権限等が町村に移譲され、
地域の周辺環境を踏まえた独自の基準づくりが可能に

詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「27年」
管理番号「106・175」
で検索!

地域の実情に応じた工場立
地基準の策定により、周辺
環境と調和した産業が発展

事務・権限の移譲

（「工場立地法」の一部改正）

地域の実情に応じた支援が
なかなかできない

周囲が緑地だけど、
緑地面積率等の
制限で施設が増設
できない

基準の緩和で
増設可能に！

町村部の企業

地方

緑地面積率等に係る地域準則は
市は独自に制定できるが、町村部は
都道府県に制定権限がある

制度上の

支障
町村では緑地面積率等に
係る地域準則を独自に
制定できない
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

パートナーカード
PARTNER CARD

工場敷地

工場敷地

市部
都道府県 市 町村

町村部
○

○

権限を有する主体

住民サービスの向上

●町村も独自の判断で緑地面積率等を
定めることにより、周囲の環境と調和を
図りつつ、地域の実情に応じた企業支援を
行うことが可能に
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取組の概要・成果
●従来の工場立地法では、都道府県が地域準則を策定しない限り、全国一律の基準（緑地面積率
等）が適用されていたため、自然豊かな地方部の企業からは、町村に対し、周辺の環境を考慮した
独自の基準の策定を望む声が多く寄せられていた。

●また、町村は企業立地促進法の特例を使えば緑地面積率等の基準の緩和が可能であるが、その
場合、区域の位置付けを県に提案し、さらに県において基本計画の変更を行い、経済産業大臣の
協議・同意を得た上でなければ、必要な条例が制定できず、迅速な対応が困難であった。

●そこで、企業の声に対応し、迅速な措置を講ずるため、町村においても市と同様の条例制定権を
得られるよう、市貝町と那珂川町を含む町村からの要望を受けた栃木県や全国町村会が行った
提案が実現し、必要な制度改正が行われた。

●制度改正を踏まえ、両町は緑地面積率等に係る独自の地域準則条例を制定した。平成29年４月
に条例が施行され、町内企業からは条例制定に対して感謝の声が聞かれており、工場敷地内の設
備投資の検討が進んでいる。

町独自の地域準則条例により、企業の
スムーズな事業活動を支援

町の条例を適用した市貝町（栃木県）の工場

市貝町（栃木県）における緑地面積率等に係る地域準則
条例制定前（国の基準）

条例制定後

うち緑地 20%以上

25%以上環境施設
（緑地を含む）

工業専用地域
（赤羽工業団地及び赤羽西部工業団地）区域

5%以上
10%以上

いちかいまち

いちかいまち
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市貝町(栃木県)

那珂川町(栃木県)
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市貝町 企画振興課
主任
藤平 淳一 氏

規制緩和されたことで地元企業が活動しやすくなり、工場増設による雇用の増加
など、町全体としても、企業を核として活性化が図られることを期待しています。

規制緩和により、企業を核とした地域活性化が
図られることを期待しています!

関係者の声

Q.条例を制定した後の効果をどのように実感していますか？

町に対し、地元企業から緑地面積率及び環境施設面積率の緩和要望があり、栃
木県産業政策課（提案団体）との情報連携を図りつつ、なるべく早期に条例制定で
きるよう検討に着手しました。

Q.条例を制定しようと思った最初のきっかけを教えてください

Q.条例を制定しようと思った最初のきっかけを教えてください

市貝町 企業関係者

出荷量の増加にともない、緑地環境と敷地の有効活用とのバランスを考慮しな
がら、工場内の生産施設の再編を模索していました。
一方、周辺の自治体（市）では、すでに緩和後の独自の基準が適用※され、環境保

全と企業活動の両立が図られており、町においても、地域にフィットした基準の策
定をなるべく早期に実現いただきたいと要望していました。
今後の事業活動を円滑に進めていく上で、市貝町の対応には大変感謝していま

す。

※平成23年8月の第2次一括法により、緑地面積率に係る地域準則の策定等の権限が都道府県及び指

定都市から全ての市に移譲された。

今後の事業活動を円滑に進めるためにも
地域にフィットした新基準の策定に感謝 関係者の声

那珂川町 商工観光課
係長
渋谷 直樹 氏

地元企業をヒアリング訪問した際、場内の環境施設を物品仮置き場として拡張し
たいとの相談がありました。企業のニーズを踏まえ、庁内での検討を進めました。

Q.条例を制定した後の効果をどのように実感していますか？
地元企業からも好評いただき、条例を制定して良かったと考えています。今回の

条例では工業団地を対象区域としましたが、今後もきめ細やかな対応をしていき
たいです。

地元企業からの相談がきっかけでした
関係者の声

いちかいまち

いちかいまち

なかがわまち
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八戸市は、北東北随一の工業都市であり、臨海部に大規模
な工業港、漁港や工業団地が形成されています。工場立地に
ついても、第2次一括法による工場立地法の改正を受けて、市
独自の緑地面積率等の基準を条例化し、地域の工業の健全
な発展を図っています。
東北地方の中でも積雪量が比較的少なく、交通網、港湾施設が充実した八戸市の特

徴を活かして、地方分権改革も活用しながら、企業誘致を積極的に進めていきたいと
考えています。

市の新基準の策定を知るまでは、現在の工場から少し離
れた場所に用地を取得して施設を建てようと考えていました
が、新基準の適用によって現在の敷地内に増設でき、工期や
コスト縮減の面でも大変助かりました。

取組の概要 緑地面積率及び環境施設面積率基準の緩和

八戸市
産業労政課 課長
久保 朝生 氏

関係者の声

八戸製錬株式会社
代表取締役社長
吾妻 伸一 氏

関係者の声

取組の概要 企業の要望に応えた産業の振興を後押し
●伊豆の国市は、企業からの要望に応え、平成28年6月に条例を制定
し、産業の振興を後押しした。

●左図の「第二臨海工
業団地」に位置する
八戸製錬株式会社
では、八戸市が独自の緑地面積等基準
を策定したことによって、生産量の増加
に対応した倉庫や製品の洗浄施設を
既存の工場敷地内に増設することがで
きた。企業関係者からは、市の取組に
対し感謝の声が届いている。

地元企業から要望をいただき、条例を制定するための準備に取りかかりました。ま
ず、国の準則の頃の緑地面積率の設定根拠をたどるところから始めて、当時策定され
た計算式の解読に大変苦労しましたが、これによって制度への理解を深め、その上
で、県内市町における緑地面積率の設定状況を調査し、本市としてどの程度の割合が
妥当か、庁内の会議で議論を行い、検討を進めていきました。

制度への理解度を深めることからのスタート 伊豆の国市
政策戦略課 課長
菊地 昌宏 氏 

関係者の声

町村だけでなく、市の取組も進んでいます
T O P I C S
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緑地面積率:20%以上
環境施設面積率
（緑地を含む）:25%以上

臨海部
緑地面積率：5%
環境施設面積率
（緑地を含む）：10%

第二臨海工業団地

八戸製錬

条例制定後

国の基準国の基準

工業専用地域

八戸市(青森県)

伊豆の国市(静岡県)

49




